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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアコンテンツを共有するための方法であって、
　第1の端末デバイスがソーシャルネットワーキングサーバーにログオンした後に、N個の
第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出し
た場合に、前記第1の端末デバイスによって、M個のネットワークアドレスを前記N個の第2
の端末デバイスから取得するステップであって、前記M個のネットワークアドレスは前記M
個のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、
ステップと、
　前記M個のネットワークアドレスに基づき、前記N個の第2の端末デバイスが再生してい
る前記M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、前記コンテンツサー
バーから取得された前記M個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディアコンテンツ
を取得し、前記M個のメディアコンテンツを編集して前記第1のメディアコンテンツを取得
するための編集様式に従って編集情報を生成し、前記編集情報を前記コンテンツサーバー
に送信するステップと、
　前記コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するス
テップであって、前記第2のネットワークアドレスは、前記編集情報に基づき前記コンテ
ンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネッ
トワークアドレスであり、前記第1のメディアコンテンツプレイリストは、前記第1のメデ
ィアコンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである、ステップと、
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　前記ソーシャルネットワーキングサーバー上に前記第2のネットワークアドレスを公開
するステップとを含む方法。
【請求項２】
　N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していること
を検出した場合に、第1の端末デバイスによって、M個のネットワークアドレスを前記N個
の第2の端末デバイスから取得する前記ステップは、サービス発見プロトコルに基づき、N
個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検
出した場合に、前記第1の端末デバイスによって、M個のネットワークアドレスを前記N個
の第2の端末デバイスから取得するステップを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコン
テンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレス
を前記N個の第2の端末デバイスから取得する前記ステップは、
　前記第1の端末デバイスが前記ソーシャルネットワーキングサーバーにログオンした後
に、前記サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコ
ンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレ
スを前記N個の第2の端末デバイスから取得するステップを含む請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンテンツサーバーから取得された前記M個のメディアコンテンツを編集して第1の
メディアコンテンツを取得する前記ステップは、前記コンテンツサーバーから取得された
前記M個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部を切
り取り、および/または統合して、前記第1のメディアコンテンツを取得するステップを含
む請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテンツサーバーから取得された前記M個のメディアコンテンツを編集して第1の
メディアコンテンツを取得する前記ステップは、前記コンテンツサーバーから取得された
前記M個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部を統
合するステップと、前記第1の端末デバイスが有する第2のメディアコンテンツをコンテン
ツフラグメント内に挿入して前記第1のメディアコンテンツを取得するステップとを含み
、
　前記方法は、前記第1の端末デバイスによって、前記挿入された第2のメディアコンテン
ツを前記コンテンツサーバーに送信し、これにより、前記コンテンツサーバーは前記編集
情報、前記M個のメディアコンテンツ、および前記第2のメディアコンテンツにより前記第
1のメディアコンテンツに対応するコンテンツを合成するステップをさらに含む請求項1か
ら3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　端末デバイスであって、
　第1の端末デバイスがソーシャルネットワーキングサーバーにログオンした後に、N個の
第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出し
た場合に、M個のネットワークアドレスを前記N個の第2の端末デバイスから取得するよう
に構成された検出および取得ユニットであって、前記M個のネットワークアドレスは前記M
個のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、
検出および取得ユニットと、
　前記M個のネットワークアドレスに基づき、前記N個の第2の端末デバイスが再生してい
る前記M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得するように構成されたコ
ンテンツ取得ユニットと、
　前記コンテンツサーバーから取得された前記M個のメディアコンテンツを編集して、第1
のメディアコンテンツを取得し、前記M個のメディアコンテンツを編集して前記第1のメデ
ィアコンテンツを取得するための編集様式に従って編集情報を生成するように構成された
編集ユニットと、
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　前記編集情報を前記コンテンツサーバーに送信するように構成された報告ユニットと、
　前記コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するよ
うに構成された受信ユニットであって、前記第2のネットワークアドレスは、前記編集情
報に基づき前記コンテンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイ
リストに対応するネットワークアドレスであり、前記第1のメディアコンテンツプレイリ
ストは、前記第1のメディアコンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストであ
る、受信ユニットと、
　ソーシャルネットワーキングサーバー上に前記第2のネットワークアドレスを公開する
ように構成された公開ユニットとを備える端末デバイス。
【請求項７】
　前記検出および取得ユニットは、前記端末デバイスが前記ソーシャルネットワーキング
サーバーにログオンした後に、サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイ
スがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個の
ネットワークアドレスを前記N個の第2の端末デバイスから取得するように特に構成され、
前記M個のネットワークアドレスは前記M個のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN
以上であり、NおよびMは正整数である、請求項6に記載の端末デバイス。
【請求項８】
　前記編集ユニットは、前記コンテンツサーバーから取得された前記M個のメディアコン
テンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部を切り取り、および/または
統合して、前記第1のメディアコンテンツを取得し、前記第1のメディアコンテンツが取得
されたときに使用されている編集様式に従って前記編集情報を生成するように特に構成さ
れる請求項6または7に記載の端末デバイス。
【請求項９】
　前記編集ユニットは、前記コンテンツサーバーから取得された前記M個のメディアコン
テンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部を統合し、前記第1の端末デ
バイスが有する第2のメディアコンテンツを前記コンテンツフラグメント内に挿入して前
記第1のメディアコンテンツを取得し、前記第1のメディアコンテンツが取得されたときに
使用されている編集様式に従って前記編集情報を生成するように特に構成され、
　前記報告ユニットは、前記挿入された第2のメディアコンテンツを前記コンテンツサー
バーに送信し、これにより、前記コンテンツサーバーは前記編集情報、前記M個のメディ
アコンテンツ、および前記第2のメディアコンテンツにより前記第1のメディアコンテンツ
に対応するコンテンツを合成するようにさらに構成される請求項6または7に記載の端末デ
バイス。
【請求項１０】
　コンテンツ共有システムであって、
　第1の端末デバイス、N個の第2の端末デバイス、コンテンツサーバー、およびソーシャ
ルネットワーキングサーバーを備え、前記第1の端末デバイスは、第1の端末デバイスがソ
ーシャルネットワーキングサーバーにログオンした後に、前記N個の第2の端末デバイスが
M個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネッ
トワークアドレスを前記N個の第2の端末デバイスから取得するステップであって、前記M
個のネットワークアドレスは前記M個のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上
であり、NおよびMは正整数である、ステップと、前記M個のネットワークアドレスに基づ
き、前記N個の第2の端末デバイスが再生している前記M個のメディアコンテンツを前記コ
ンテンツサーバーから取得し、前記コンテンツサーバーから取得された前記M個のメディ
アコンテンツを編集して、第1のメディアコンテンツを取得し、前記M個のメディアコンテ
ンツを編集して前記第1のメディアコンテンツを取得するための編集様式に従って編集情
報を生成するステップと、前記編集情報を前記コンテンツサーバーに送信するステップと
、前記コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するス
テップであって、前記第2のネットワークアドレスは、前記編集情報に基づき前記コンテ
ンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネッ
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トワークアドレスであり、前記第1のメディアコンテンツプレイリストは、前記第1のメデ
ィアコンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである、ステップと、前記ソ
ーシャルネットワーキングサーバー上に前記第2のネットワークアドレスを公開するステ
ップとを実行するように構成される、
コンテンツ共有システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれている、2013年7月23日に中国特許庁に出
願した中国特許出願第201310311058.3号、名称「METHOD FOR SHARING MEDIA CONTENT, TE
RMINAL DEVICE, AND CONTENT SHARING SYSTEM」の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、コンピュータ技術の分野に関し、具体的には、メディアコンテンツを共有す
るための方法、端末デバイス、およびコンテンツ共有システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS、Social Networking Services)に基
づくさまざまなサービスが、すでに、コンテンツを伝播するためのユーザー向けの主要な
ツールとなっている。
【０００４】
　ユーザーは、写真、動画、および音楽などのメディアコンテンツを、例えば、マイクロ
ブログを使用することによって公開することができる。マイクロブログでは、ローカル端
末上のコンテンツを含む、テキスト以外のコンテンツを公開することができるか、または
サードパーティーのウェブサイトのユニフォームリソースロケータ(URL、Uniform/Univer
sal Resource Locator)を公開することができ、他の人々は、公開されているコンテンツ
を、このURLを使用することによって閲覧することができる。ユーザーが動画を公開する
場合、動画は、アップロード帯域幅およびバックグラウンドサービスなどの条件の制限が
あるため基本的には公開できない。特別な権利を持つ一部のSNSアカウントのみが、動画
コンテンツを公開することができる。
【０００５】
　現在、インターネット上には動画ベースまたはOTT(Over The Top)動画(オープンインタ
ーネットに基づく動画サービスを指す)ベースのインタラクションに関係する多くの類似
のアプリケーションがあるが、一部のインタラクションは、実際のSNSサービスに基づく
インタラクションの代わりにSNSインタラクションと異なるインタラクション様式である
。例えば、1個のOTT動画コンテンツにより、またはオンラインOTTコンテンツライブ放送
室において、ユーザーは、コンテンツに基づく意見を表明し、そのコンテンツを同時に視
聴している他のユーザーとコミュニケーションをとることができる。
【０００６】
　いくつかの既存のアプリケーションでは、例えば、ユーザーがテレビ番組または1個のO
TT動画コンテンツをテレビで視聴するときに、ユーザーは、端末デバイスまたはPC上にイ
ンストールされているSNSクライアントを使用することによって、同じ番組を同時に視聴
している何人かの人を発見することができ、番組コンテンツについて議論し、共有するこ
とができる。このクライアントを使用することによって、ユーザーは、何らかの所望のコ
ンテンツ、または関係する人がどのようなコンテンツを視聴しているかを検索することも
できるか、またはクライアントは、別のSNSクライアント、例えば、マイクロブログと相
互接続することもでき、ユーザーは、このクライアントを使用することによって、関係す
る番組情報またはコメントをマイクロブログ上に公開することができる。
【０００７】
　しかし、従来技術では、ユーザーは、コミュニケーションおよび共有の目的を達成する
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ために既存のコンテンツに基づいて「コミュニティ」を開設するだけであり、ユーザーが
コンテンツに参加する程度は比較的低く、このことが、ユーザーインタラクティビティお
よびコンテンツ共有の自由度をある程度制限する要因となっている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、メディアコンテンツを共有するための方法、端末デバイス、およ
びコンテンツ共有システムを実現し、これらは、ソーシャルネットワーキングサービスの
シナリオにおいてコンテンツ共有の自由度およびユーザーインタラクティビティを向上さ
せるために使用される。
【０００９】
　前記の技術的問題を解決するために、本発明の実施形態では、以下の技術的解決方法を
提供する。
【００１０】
　本発明の第1の態様は、メディアコンテンツを共有するための方法を提供し、この方法
は、
　N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していること
を検出した場合に、第1の端末デバイスによって、M個のネットワークアドレスをN個の第2
の端末デバイスから取得するステップであって、M個のネットワークアドレスはM個のメデ
ィアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、ステップ
と、
　M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバー
から取得し、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、
第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用さ
れている編集様式に従って編集情報を生成し、編集情報をコンテンツサーバーに送信する
ステップと、
　コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するステッ
プであって、第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコンテンツサーバーによ
って生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネットワークアドレス
であり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1のメディアコンテンツに対応する
メディアコンテンツプレイリストである、ステップと、
　ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアドレスを公開するステ
ップとを含み得る。
【００１１】
　第1の態様を参照すると、第1の可能な実装様式において、N個の第2の端末デバイスがM
個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、第1の端末
デバイスによって、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得する
ステップは、サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイスがM個のメディ
アコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、第1の端末デバイスに
よって、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得するステップを
含む。
【００１２】
　第1の態様、または第1の態様の第1の可能な実装様式を参照すると、第2の可能な実装様
式において、サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイスがM個のメディ
アコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークア
ドレスをN個の第2の端末デバイスから取得するステップは、第1の端末デバイスがソーシ
ャルネットワーキングサーバーにログオンした後に、サービス発見プロトコルに基づき、
N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを
検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得するス
テップを含む。
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【００１３】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実装様式または第1の態様の第2の可能な実装
可能な様式を参照すると、第3の可能な実装様式において、コンテンツサーバーから取得
されたM個のメディアコンテンツを編集して第1のメディアコンテンツを取得するステップ
は、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツ
フラグメントの一部または全部を切り取り、および/またはタイプセットして、第1のメデ
ィアコンテンツを取得するステップを含む。
【００１４】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実装様式または第1の態様の第2の可能な実装
可能な様式を参照すると、第4の可能な実装様式において、コンテンツサーバーから取得
されたM個のメディアコンテンツを編集して第1のメディアコンテンツを取得するステップ
は、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツ
フラグメントの一部または全部をタイプセットするステップと、第2のメディアコンテン
ツをコンテンツフラグメント内に挿入して第1のメディアコンテンツを取得するステップ
とを含み、
　この方法は、第1の端末デバイスによって、挿入された第2のメディアコンテンツをコン
テンツサーバーに送信し、これにより、コンテンツサーバーは編集情報、M個のメディア
コンテンツ、および第2のメディアコンテンツにより第1のメディアコンテンツを合成する
ステップをさらに含む。
【００１５】
　本発明の第2の態様は、端末デバイスを実現し、これは、
　検出および取得ユニットであって、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテン
ツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個
の第2の端末デバイスから取得するように構成された検出および取得ユニットであって、M
個のネットワークアドレスはM個のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であ
り、NおよびMは正整数である、検出および取得ユニットと、
　M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバー
から取得するように構成されたコンテンツ取得ユニットと、
　コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディ
アコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編
集様式に従って編集情報を生成するように構成された編集ユニットと、
　編集情報をコンテンツサーバーに送信するように構成された報告ユニットと、
　コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するように
構成された受信ユニットであって、第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコ
ンテンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応する
ネットワークアドレスであり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1のメディア
コンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである、受信ユニットと、
　ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアドレスを公開するよう
に構成された公開ユニットとを備え得る。
【００１６】
　第2の態様を参照すると、第1の可能な実装様式において、検出および取得ユニットは、
端末デバイスがソーシャルネットワーキングサーバーにログオンした後に、サービス発見
プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンライン
で再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デ
バイスから取得するように特に構成され、M個のネットワークアドレスはM個のメディアコ
ンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である。
【００１７】
　第2の態様、または第2の態様の第1の可能な実装様式を参照すると、第2の可能な実装様
式において、編集ユニットは、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテ
ンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部を切り取り、および/またはタ
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イプセットして、第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得さ
れたときに使用されている編集様式に従って編集情報を生成するように特に構成される。
【００１８】
　第2の態様、または第2の態様の第1の可能な実装様式を参照すると、第3の可能な実装様
式において、編集ユニットは、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテ
ンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部をタイプセットし、第2のメデ
ィアコンテンツをコンテンツフラグメント内に挿入して第1のメディアコンテンツを取得
し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集様式に従って編集
情報を生成するように特に構成され、
　報告ユニットは、挿入された第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーに送信し
、これにより、コンテンツサーバーは編集情報、M個のメディアコンテンツ、および第2の
メディアコンテンツにより第1のメディアコンテンツを合成するようにさらに構成される
。
【００１９】
　本発明の第3の態様は、コンテンツ共有システムを実現し、これは、
　第1の端末デバイス、N個の第2の端末デバイス、コンテンツサーバー、およびソーシャ
ルネットワーキングサーバーを備えることができ、
　第1の端末デバイスは、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンライ
ンで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末
デバイスから取得するステップであって、M個のネットワークアドレスはM個のメディアコ
ンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、ステップと、M
個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーか
ら取得し、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1
のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用され
ている編集様式に従って編集情報を生成するステップと、編集情報をコンテンツサーバー
に送信するステップと、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアド
レスを受信するステップであって、第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコ
ンテンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応する
ネットワークアドレスであり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1のメディア
コンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである、ステップと、ソーシャル
ネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアドレスを公開するステップとを実行
するように構成される。
【００２０】
　上記から、本発明の実施形態の解決方法において、N個の第2の端末デバイスがM個のメ
ディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、第1の端末デバイ
スは、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し、第1の端末デバ
イスは、M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサ
ーバーから取得し、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集
して、第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに
使用されている編集様式に従って編集情報を生成し、第1の端末デバイスは、編集情報を
コンテンツサーバーに送信し、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワー
クアドレスを受信し、第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキングサーバー上に
第2のネットワークアドレスを公開することがわかる。デバイス間メディアコンテンツ共
有メカニズムが導入されるので、第1の端末デバイスは、ユーザーの個人的要件に従って
、別のデバイスによって再生されているメディアコンテンツを編集し、次いで、編集され
たメディアコンテンツをソーシャルネットワーキングサーバー上で共有することができ、
これにより、ソーシャルネットワーキングサービスのシナリオにおけるユーザーコンテン
ツ共有の自由度およびユーザーインタラクティビティが大幅に高められる。コンテンツへ
のユーザー参加は大きく改善され、ユーザー同士の間のインタラクティビティも大幅に高
められることが予見できる。それに加えて、ネットワーク側の個人化されたメディアコン
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テンツも、大幅に充実する。
【００２１】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下において、
実施形態の説明に必要な添付図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の説明の添付図面は
、本発明のいくつかの実施形態を示しているにすぎず、当業者であれば、創造的労力を費
やすことなくこれらの添付図面から他の図面を導き出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態によりメディアコンテンツを共有するための方法の概略フロ
ー図である。
【図２】本発明の一実施形態によるネットワークアーキテクチャの概略図である。
【図３】本発明の一実施形態によりメディアコンテンツを共有するための別の方法の概略
フロー図である。
【図４】本発明の一実施形態によりメディアコンテンツを共有するための別の方法の概略
フロー図である。
【図５】本発明の一実施形態による端末デバイスの概略図である。
【図６】本発明の一実施形態による別の端末デバイスの概略図である。
【図７】本発明の一実施形態による別の端末デバイスの概略図である。
【図８】本発明の一実施形態によるコンテンツ共有システムの概略図である。
【図９】本発明の一実施形態による別の端末デバイスの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施形態は、メディアコンテンツを共有するための方法、端末デバイス、およ
びコンテンツ共有システムを実現し、これらは、ソーシャルネットワーキングサービスの
シナリオにおいてコンテンツ共有の自由度およびユーザーインタラクティビティを向上さ
せるために使用される。
【００２４】
　本発明の目的、技術的解決策、および利点をよりわかりやすくするために、以下では、
本発明の実施形態の添付図面を参照しつつ本発明の実施形態における技術的解決策を説明
する。明らかに、説明されている実施形態は、本発明の実施形態のすべてではなくむしろ
一部にすぎない。創造的労力を費やすことなく本発明の実施形態に基づいて当業者が得る
他のすべての実施形態は、本発明の保護の範囲内に収まるものとする。
【００２５】
　以下では、本発明を詳細に説明する。
【００２６】
　明細書、請求項、および前記の添付図面中の「第1の」、「第2の」、「第3の」、「第4
の」(存在している場合)は、類似する対象を区別するために使用されるが、特定の順序ま
たは順番を記述するために必ずしも使用されない。このようにして使用されるデータは、
適切な場合に交換されるものとしてよく、したがって、本明細書で説明されている本発明
の実施形態は、例えば、図に示されている、または本明細書で説明されている順序以外の
順序で実装され得ることは理解されるであろう。それに加えて、「含む、備える(include
)」および「有する(have)」およびその修飾形は、除外することなく包含に及び、例えば
、一連のステップまたはユニットを含むプロセス、方法もしくはシステム、製品、または
デバイスは、これらのステップまたはユニットを明確に列挙することを必要としないが、
明確に列挙されない、またはプロセス、方法、製品、またはデバイスに固有の他のステッ
プまたはユニットを含み得る。
【００２７】
　本発明で提供されるメディアコンテンツを共有するための方法の一実地形態において、
メディアコンテンツを共有するための方法は、N個の第2の端末デバイスがM個のメディア
コンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、第1の端末デバイスによ
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って、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得するステップであ
って、M個のネットワークアドレスはM個のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以
上であり、NおよびMは正整数である、ステップと、M個のネットワークアドレスに基づき
、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、コンテンツサーバーから
取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディアコンテンツを取得し、第
1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集様式に従って編集情報を
生成するステップと、編集情報をコンテンツサーバーに送信するステップと、コンテンツ
サーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するステップであって、
第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコンテンツサーバーによって生成され
る第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネットワークアドレスであり、第1の
メディアコンテンツプレイリストは、第1のメディアコンテンツに対応するメディアコン
テンツプレイリストである、ステップと、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2
のネットワークアドレスを公開するステップとを含み得る。
【００２８】
　最初に図1を参照すると、図1は、本発明の一実施形態によりメディアコンテンツを共有
するための方法の概略フロー図である。図1に示されているように、本発明の一実施形態
で提供されるメディアコンテンツを共有するための方法は、以下のコンテンツを含み得る
。
【００２９】
　101:　N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生してい
ることを検出した場合に、第1の端末デバイスは、M個のネットワークアドレスをN個の第2
の端末デバイスから取得し、M個のネットワークアドレスはM個のメディアコンテンツと一
対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である。
【００３０】
　端末デバイス(例えば、第1の端末デバイス)は、携帯電話、携帯情報端末、ノートブッ
クコンピュータ、またはソーシャルネットワーキングサーバーにログオンするために使用
できる別のタイプの端末デバイスとすることができる。第2の端末デバイスは、携帯電話
、携帯情報端末、ノートブックコンピュータ、ネットワークテレビジョン端末、デジタル
テレビジョン端末、インテリジェントテレビジョン、OTTストリーミングプレーヤー、ま
たはメディアコンテンツをオンラインで使用できる別のタイプの端末デバイスとすること
ができる。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスおよびN個の第2の端末デバ
イスは、同じローカルエリアネットワーク上に配置され、第1の端末デバイスは、デバイ
ス発見プロトコルまたは別のメカニズムに基づきN個の第2の端末デバイスを発見すること
ができる。第1の端末デバイスは、サービス発見プロトコルまたは別のメカニズムに基づ
き、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生しているこ
とを検出し、発見することができる。第1の端末デバイスは、サービス発見プロトコルに
基づき、第2の端末デバイスがさまざまな設定プログラムを現在実行中であるかどうかを
発見することができる。
【００３２】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスがソーシャルネットワーキ
ングサーバーにログオンした後に、または別のときに(例えば、第1の端末デバイスが電源
オンにされた後に、または第1の端末デバイスがデバイス発見プロトコルに基づきN個の第
2の端末デバイスを発見した後に)、サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デ
バイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、
第1の端末デバイスは、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し
得る。
【００３３】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスは、N個の第2の端末デバイ



(10) JP 5990845 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

スのうちのどれか1つの端末デバイスと異なっていてもよい。特別なシナリオにおいて、
第1の端末デバイスは、N個の第2の端末デバイスのうちのどれか1つの端末デバイスであっ
てよもよい。前記のNは、1、2、3、または他の正整数に等しいものとしてよい。
【００３４】
　本発明のそれぞれの実施形態において言及されているメディアコンテンツ(例えば、M個
のメディアコンテンツ)は、オーディオ、動画、または、他のメディアコンテンツを指す
ものとしてよい。
【００３５】
　102:　第1の端末デバイスは、M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコ
ンテンツをコンテンツサーバーから取得し、コンテンツサーバーから取得されたM個のメ
ディアコンテンツを編集して、第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテ
ンツが取得されたときに使用されている編集様式に従って編集情報を生成し、編集情報を
コンテンツサーバーに送信する。
【００３６】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスは、さまざまな必要とされ
る様式に従って、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集し
て第1のメディアコンテンツを取得することができる。例えば、第1の端末デバイスは、コ
ンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツ内のコンテンツフラグメント
の一部または全部において新しいコンテンツを切り取り、タイプセットし、および/また
は挿入する(例えば、画像、テキスト、音声、および/またはビデオクリップを挿入する)
などの、複数の編集操作を実行して、第1のメディアコンテンツを取得することができる
。第1のメディアコンテンツが取得されるときに使用される編集様式に従って生成される
編集情報は、第1のメディアコンテンツが取得されるときに使用されるさまざまな編集様
式を示すために使用され得る。したがって、編集中に新しいコンテンツが挿入されないシ
ナリオでは、コンテンツサーバーまたは別のデバイスも、編集情報およびM個のメディア
コンテンツに従って第1のメディアコンテンツを取得することができる。編集中に新しい
コンテンツが挿入されるシナリオでは、コンテンツサーバーまたは別のデバイスは、編集
情報、挿入された新しいコンテンツ、およびM個のメディアコンテンツに従って第1のメデ
ィアコンテンツを取得することもできる。
【００３７】
　例えば、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して第1の
メディアコンテンツを取得するステップは、コンテンツサーバーから取得されたM個のメ
ディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメント(1つのコンテンツフラグメントは長
さが10秒、1秒、または別の秒数の長さとすることができる)の一部または全部を切り取り
、および/またはタイプセットして、第1のメディアコンテンツを取得するステップを含み
得る。
【００３８】
　別の例について、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集
して第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテンツサーバーから取得され
たM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部をタイ
プセットするステップと、第2のメディアコンテンツをコンテンツフラグメント内に挿入
して第1のメディアコンテンツを取得するステップとを含み得る。このシナリオにおいて
、メディアコンテンツを共有するための方法は、第1の端末デバイスによって、挿入され
た第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーに送信し、これにより、コンテンツサ
ーバーは編集情報、M個のメディアコンテンツ、および第2のメディアコンテンツにより第
1のメディアコンテンツを合成するステップをさらに含み得る。
【００３９】
　103:　第1の端末デバイスは、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワー
クアドレスを受信し、第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコンテンツサー
バーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネットワーク
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アドレスであり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1のメディアコンテンツに
対応するメディアコンテンツプレイリストである。
【００４０】
　104:　第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワ
ークアドレスを公開する。
【００４１】
　第1の端末デバイスが、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークア
ドレスを公開した後に、ソーシャルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユ
ーザーが、第2のネットワークアドレスに基づき、第1の端末デバイスによって編集された
第1のメディアコンテンツを視聴することができる。確かに、端末デバイス間の能力の違
いにより、異なるユーザーによって視聴される第1のメディアコンテンツは、分解能およ
びビットレートに関して異なり得る。
【００４２】
　上の説明から、この実施形態では、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテン
ツをオンラインで再生していることを検出した場合に、第1の端末デバイスは、M個のネッ
トワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し、第1の端末デバイスは、M個のネ
ットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得
し、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメデ
ィアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている
編集様式に従って編集情報を生成し、第1の端末デバイスは、編集情報をコンテンツサー
バーに送信し、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受
信し、第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワー
クアドレスを公開することがわかる。デバイス間メディアコンテンツ共有メカニズムが導
入されるので、第1の端末デバイスは、ユーザーの個人的要件に従って、別のデバイスに
よって再生されているメディアコンテンツを編集し、次いで、編集されたメディアコンテ
ンツをソーシャルネットワーキングサーバー上で共有することができ、これにより、ソー
シャルネットワーキングサービスのシナリオにおけるユーザーコンテンツ共有の自由度お
よびユーザーインタラクティビティが大幅に高められる。コンテンツへのユーザー参加は
大きく改善され、ユーザー同士の間のインタラクティビティも大幅に高められることが予
見できる。それに加えて、ネットワーク側の個人化されたメディアコンテンツも、大幅に
充実する。
【００４３】
　本発明の実施形態の前記の解決方法の理解を高め、実装する便宜のために、以下では、
いくつかの特定のアプリケーションシナリオを例として用いて解決方法を説明する。
【００４４】
　シナリオ1:　OTTコンテンツが再生されるシナリオ。図2を参照すると、図2は、シナリ
オ1におけるシステムアーキテクチャ図である。確かに、他のメディアコンテンツの再生
シナリオは、類推により推論され得る。
【００４５】
　ネットワーク側は、ソーシャルネットワーキングサーバー(例えば、マイクロブログサ
ーバー)およびコンテンツサーバー(例えば、動画ソースサーバー、特に、例えば、OTTサ
ーバー、または同様のもの)を備える。
【００４６】
　端末側は、第1の端末デバイス(第1の端末デバイスは、例えば、パーソナルコンピュー
タ、携帯電話、個人用デジタル処理デバイス、またはソーシャルネットワーキングサーバ
ーにログオンするために使用できる別のタイプの端末デバイスである)、および第2の端末
デバイス(第2の端末デバイスは、例えば、ネットワークテレビジョン端末、OTTストリー
ミングプレーヤー(例えば、ドングルプレーヤー)、デジタルテレビジョン端末、インテリ
ジェントテレビジョン、またはメディアコンテンツをオンラインで使用できる別のタイプ
の端末デバイスとすることができる)を備えることができる。
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【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは
、機能ユニットとしてデバイス発見プロトコルに基づき同じローカルエリアネットワーク
(例えば、ホームエリアネットワーク)上の他のデバイスを発見するように構成され得る、
デバイス発見ユニット(Device Discovery)、動画再生状態および動画ソース情報を取得す
るように構成され得る、メディアプレーヤー(Media Player)、および同じローカルエリア
ネットワーク上のデバイス間で情報を同期させるように構成され得る、同期ユニット(Msg
 Bus)を備えることができる。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態において、ユーザーは、第1の端末デバイスに配備されて
いるSNSクライアントを使用することによってSNSサーバーにログオンし、情報をSNSサー
バーに公開することができる。第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスが両方とも、
ホームエリアネットワークにアクセスすると仮定して、第1の端末デバイスは、デバイス
発見プロトコルに基づき第2の端末デバイスを発見することができ、例えば、第1の端末デ
バイスは、サービス発見プロトコルに基づき、第2の端末デバイスに配備されているOTTプ
レーヤーがユーザーがオンラインで興味を持っているメディアコンテンツX(The Voice of
 China Finalの動画またはNBA Finalの動画など)を再生していることを発見し、第1の端
末デバイスは、最初に、第2の端末デバイスから、メディアコンテンツXに対応するネット
ワークアドレスWN1(例えば、ユニフォームリソースロケータ)を取得し、次いで、第1の端
末デバイスは、ネットワークアドレスWN1に基づき、メディアコンテンツXをコンテンツサ
ーバーから取得することができ、ユーザーは、第1の端末デバイスを使用することによっ
てメディアコンテンツXを編集して、メディアコンテンツYを取得し(ただし、メディアコ
ンテンツYは、前記の実施形態で言及されているメディアコンテンツに類似している)、第
1の端末デバイスは、メディアコンテンツYが取得されるときに使用される編集様式(例え
ば、Wu Mochouの初期の写真およびコンテストのときの写真がThe Voice of China Final
の動画内に挿入され得る、特殊効果の音楽および/または掻き絵がWu Mochouの外観のビデ
オセグメント内に挿入される、かつユーザーがFinalに興味がない候補のビデオセグメン
トの一部ですら削除され得る)に基づき編集情報を生成し、編集情報をコンテンツサーバ
ーに報告することができ(新しいコンテンツが挿入される場合には、挿入されるコンテン
ツはコンテンツサーバーにさらに報告される)、コンテンツサーバーは、編集情報に基づ
き第1のメディアコンテンツプレイリストを生成することができ、ただし、第1のメディア
コンテンツプレイリストは、第1のメディアコンテンツに対応するメディアコンテンツプ
レイリストであり、コンテンツサーバーは、ネットワークアドレスWN2を第1のメディアコ
ンテンツプレイリストにさらに割り振り、ネットワークアドレスWN2を第1の端末デバイス
に送信するが、その一方で、第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキングサーバ
ー上にネットワークアドレスWN2を公開することができる。第1の端末デバイスが、ソーシ
ャルネットワーキングサーバー上にネットワークアドレスWN2を公開した後に、ソーシャ
ルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユーザーが、ネットワークアドレス
WN2に基づき、第1の端末デバイスによって編集されたメディアコンテンツYを視聴するこ
とができる。確かに、端末デバイス間の能力の違いにより、異なるユーザーによって視聴
されるメディアコンテンツYは、分解能およびビットレートに関して異なり得るが、実質
的なコンテンツは同じである。
【００４９】
　フロー図を参照しながら以下の例を説明する。
【００５０】
　最初に図3を参照すると、図3は、本発明の別の実施形態によりメディアコンテンツを共
有するための別の方法の概略フロー図である。図3に示されているように、本発明の別の
実施形態で提供されるメディアコンテンツを共有するための別の方法は、以下のコンテン
ツを含み得る。
【００５１】
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　301:　第2の端末デバイスは、メディアコンテンツXをコンテンツサーバーから取得し、
メディアコンテンツXをオンラインで再生する。
【００５２】
　302:　第1の端末デバイスのSNSクライアントが、SNSサーバーにログオンし、第1の端末
デバイスは、デバイス発見プロトコルに基づき第2の端末デバイスを発見し、サービス発
見プロトコルに基づき、第2の端末デバイスがメディアコンテンツXをオンラインで再生し
ていることを検出する。
【００５３】
　303:　第1の端末デバイスは、メディアコンテンツXのネットワークアドレスWN1を第2の
端末デバイスから取得する。
【００５４】
　確かに、第1の端末デバイスは、第2の端末デバイスから、第2の端末デバイスがメディ
アコンテンツXを再生するブレークポイント情報s1をさらに取得し、ブレークポイント情
報s1は、第2の端末デバイスがメディアコンテンツXを現在再生している時間位置を指示す
ることができる。
【００５５】
　304:　第1の端末デバイスは、ネットワークアドレスWN1をコンテンツサーバーに伝える
メディアコンテンツ要求メッセージm1を送信する。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスがブレークポイント情報s1
を取得した場合、メディアコンテンツ要求メッセージm1は、そのブレークポイント情報s1
をさらに伝えることができる。それに加えて、メディアコンテンツ要求メッセージm1は、
第1の端末デバイスの能力情報、および同様のものをさらに伝えることができる。
【００５７】
　305:　メディアコンテンツ要求メッセージm1を受信した後、コンテンツサーバーは、ネ
ットワークアドレスWN1に対応するメディアコンテンツXを第1の端末デバイスにプッシュ
することができる。
【００５８】
　メディアコンテンツ要求メッセージm1がブレークポイント情報s1を伝える場合、コンテ
ンツサーバーによって第1の端末デバイスにプッシュされるメディアコンテンツXは、ブレ
ークポイント情報s1によって指示される時間位置から終了位置までのコンテンツ部分であ
ってよく、時間位置および終了位置は、完全なメディアコンテンツX内にある。
【００５９】
　メディアコンテンツ要求メッセージm1が第1の端末デバイスの能力情報を伝える場合、
コンテンツサーバーは、第1の端末デバイスの能力に合ったメディアコンテンツXを第1の
端末デバイスにプッシュする。確かに、端末デバイス間の能力の違いにより、第1の端末
デバイスおよび第2の端末デバイスによってコンテンツサーバーから取得されるメディア
コンテンツXは、分解能およびビットレートなどのパラメータに関して同じであっても、
または異なっていてもよい。
【００６０】
　306:　第1の端末デバイスは、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツX
を編集して、メディアコンテンツYを取得し、メディアコンテンツYが取得されたときに使
用されている編集様式に従って編集情報を生成し、編集情報をコンテンツサーバーに送信
する。
【００６１】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスは、さまざまな必要とされ
る様式に従って、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツXを編集してメ
ディアコンテンツYを取得することができる。例えば、第1の端末デバイスは、コンテンツ
サーバーから取得されたメディアコンテンツX内のコンテンツフラグメントの一部または
全部において新しいコンテンツを切り取り、タイプセットし、および/または挿入する(例
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えば、画像、テキスト、音声、および/またはビデオクリップを挿入する)などの、複数の
編集操作を実行して、メディアコンテンツYを取得することができる。メディアコンテン
ツYが取得されるときに使用される編集様式に従って生成される編集情報は、メディアコ
ンテンツYが取得されるときに使用されるさまざまな編集様式を示すために使用され得る
。したがって、編集中に新しいコンテンツが挿入されないシナリオでは、コンテンツサー
バーまたは別のデバイスも、編集情報およびメディアコンテンツXに従ってメディアコン
テンツYを取得することができる。編集中に新しいコンテンツが挿入されるシナリオでは
、コンテンツサーバーまたは別のデバイスは、編集情報、挿入された新しいコンテンツ、
およびメディアコンテンツXに従ってメディアコンテンツYを取得することもできる。
【００６２】
　例えば、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツXを編集してメディア
コンテンツYを取得するステップは、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテ
ンツXに含まれるコンテンツフラグメント(1つのコンテンツフラグメントは長さが10秒、1
秒、または別の秒数の長さとすることができる)の一部または全部を切り取り、および/ま
たはタイプセットして、メディアコンテンツYを取得するステップを含み得る。
【００６３】
　別の例について、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツXを編集して
第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテンツサーバーから取得されたメ
ディアコンテンツXに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部をタイプセット
するステップと、第2のメディアコンテンツをコンテンツフラグメント内に挿入してメデ
ィアコンテンツYを取得するステップとを含み得る。このシナリオにおいて、第1の端末デ
バイスは、挿入された第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーにさらに送信し、
これにより、コンテンツサーバーは編集情報、メディアコンテンツX、および第2のメディ
アコンテンツによりメディアコンテンツYを合成する。
【００６４】
　307:　コンテンツサーバーは、編集情報に基づき第1のメディアコンテンツプレイリス
トを生成し、ネットワークアドレスWN2を第1のメディアコンテンツプレイリストに割り振
り、第1のメディアコンテンツプレイリストは、メディアコンテンツYに対応するメディア
コンテンツプレイリスト(playlist)である。
【００６５】
　コンテンツサーバーは、ネットワークアドレスWN2を第1の端末デバイスに送信する。
【００６６】
　308:　第1の端末デバイスは、コンテンツサーバーによって送信されたネットワークア
ドレスWN2を受信し、ソーシャルネットワーキングサーバー上にネットワークアドレスWN2
を公開する。
【００６７】
　第1の端末デバイスが、ソーシャルネットワーキングサーバー上にネットワークアドレ
スWN2を公開した後に、ソーシャルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユ
ーザーが、ネットワークアドレスWN2に基づき、第1の端末デバイスによって編集されたメ
ディアコンテンツYを視聴することができる。確かに、端末デバイス間の能力の違いによ
り、異なるユーザーによって視聴されるメディアコンテンツYは、分解能およびビットレ
ートに関して異なり得る。
【００６８】
　前記のシナリオにおいて、第1の端末デバイスがSNSサーバーにログオンした後に、第2
の端末デバイスが1個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した
場合に、第1の端末デバイスは、1個のメディアコンテンツのネットワークアドレスを第2
の端末デバイスから取得し、第1の端末デバイスは、ネットワークアドレスに基づき、メ
ディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、コンテンツサーバーから取得された
メディアコンテンツを編集して、メディアコンテンツYを取得し、メディアコンテンツYが
取得されたときに使用されている編集様式に従って編集情報を生成し、第1の端末デバイ
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スは、編集情報をコンテンツサーバーに送信し、コンテンツサーバーによって送信された
ネットワークアドレスWN2を受信し、第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキング
サーバー上にネットワークアドレスWN2を公開する。デバイス間メディアコンテンツ共有
メカニズムが導入されるので、第1の端末デバイスは、ユーザーの個人的要件に従って、
第2の端末デバイスによって再生されているメディアコンテンツを編集し、次いで、編集
されたメディアコンテンツをソーシャルネットワーキングサーバー上で共有することがで
き、これにより、ソーシャルネットワーキングサービスのシナリオにおけるユーザーコン
テンツ共有の自由度およびユーザーインタラクティビティが大幅に高められる。コンテン
ツへのユーザー参加は大きく改善され、ユーザー同士の間のインタラクティビティも大幅
に高められることが予見できる。それに加えて、ネットワーク側の個人化されたメディア
コンテンツも、大幅に充実する。
【００６９】
　シナリオ1は、もっぱら、デバイス間コンテンツ共有メカニズムが2つのデバイス(すな
わち、第1の端末デバイスと第2の端末デバイスと)の間に実装される例を使用することに
よって導入される。確かに、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは1つのデバイ
スにまとめられ得る、すなわち、端末デバイスは、SNSクライアントを配備されるだけで
なく、メディアコンテンツをオンラインで再生することもできる。以下のシナリオ2は、
第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスが1つのデバイスにまとめられ得るアプリケ
ーションのシナリオである。
【００７０】
シナリオ2
　図4を参照すると、図4は、本発明の別の実施形態によりメディアコンテンツを共有する
ための別の方法の概略フロー図である。図4に示されているように、本発明の別の実施形
態で提供されるメディアコンテンツを共有するための別の方法は、以下のコンテンツを含
み得る。
【００７１】
　401:　第1の端末デバイスは、メディアコンテンツXをコンテンツサーバーから取得し、
メディアコンテンツXをオンラインで再生する。
【００７２】
　402:　第1の端末デバイスのSNSクライアントが、SNSサーバーにログオンした後に、第1
の端末デバイスは、ネットワークアドレスWN1をコンテンツサーバーに伝えるメディアコ
ンテンツ要求メッセージm1を送信する。
【００７３】
　ネットワークアドレスWN1は、メディアコンテンツXのネットワークアドレスである。
【００７４】
　それに加えて、本発明のいくつかの実施形態において、メディアコンテンツ要求メッセ
ージm1は、ブレークポイント情報s1をさらに伝えることができ、ブレークポイント情報s1
は、第1の端末デバイスがメディアコンテンツXを現在再生している時間位置を指示するこ
とができる。
【００７５】
　403:　メディアコンテンツ要求メッセージm1を受信した後、コンテンツサーバーは、ネ
ットワークアドレスWN1に対応するメディアコンテンツXを第1の端末デバイスにプッシュ
することができる。
【００７６】
　メディアコンテンツ要求メッセージm1がブレークポイント情報s1を伝える場合、コンテ
ンツサーバーによって第1の端末デバイスにプッシュされるメディアコンテンツXは、ブレ
ークポイント情報s1によって指示される時間位置から終了位置までのコンテンツ部分であ
ってよく、時間位置および終了位置は、完全なメディアコンテンツX内にある。
【００７７】
　404:　第1の端末デバイスは、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツX
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を編集して、メディアコンテンツYを取得し、メディアコンテンツYが取得されたときに使
用されている編集様式に従って編集情報を生成し、編集情報をコンテンツサーバーに送信
する。
【００７８】
　本発明のいくつかの実施形態において、第1の端末デバイスは、さまざまな必要とされ
る様式に従って、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツXを編集してメ
ディアコンテンツYを取得することができる。例えば、第1の端末デバイスは、コンテンツ
サーバーから取得されたメディアコンテンツX内のコンテンツフラグメントの一部または
全部において新しいコンテンツを切り取り、タイプセットし、および/または挿入する(例
えば、画像、テキスト、音声、および/またはビデオクリップを挿入する)などの、複数の
編集操作を実行して、メディアコンテンツYを取得することができる。メディアコンテン
ツYが取得されるときに使用される編集様式に従って生成される編集情報は、メディアコ
ンテンツYが取得されるときに使用されるさまざまな編集様式を示すために使用され得る
。したがって、編集中に新しいコンテンツが挿入されないシナリオでは、コンテンツサー
バーまたは別のデバイスも、編集情報およびメディアコンテンツXに従ってメディアコン
テンツYを取得することができる。編集中に新しいコンテンツが挿入されるシナリオでは
、コンテンツサーバーまたは別のデバイスは、編集情報、挿入された新しいコンテンツ、
およびメディアコンテンツXに従ってメディアコンテンツYを取得することもできる。
【００７９】
　例えば、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツXを編集してメディア
コンテンツYを取得するステップは、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテ
ンツXに含まれるコンテンツフラグメント(1つのコンテンツフラグメントは長さが10秒、1
秒、または別の秒数の長さとすることができる)の一部または全部を切り取り、および/ま
たはタイプセットして、メディアコンテンツYを取得するステップを含み得る。
【００８０】
　別の例について、コンテンツサーバーから取得されたメディアコンテンツXを編集して
第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテンツサーバーから取得されたメ
ディアコンテンツXに含まれるコンテンツフラグメントの一部または全部をタイプセット
するステップと、第2のメディアコンテンツをコンテンツフラグメント内に挿入してメデ
ィアコンテンツYを取得するステップとを含み得る。このシナリオにおいて、第1の端末デ
バイスは、挿入された第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーにさらに送信し、
これにより、コンテンツサーバーは編集情報、メディアコンテンツX、および第2のメディ
アコンテンツによりメディアコンテンツYを合成する。
【００８１】
　405:　コンテンツサーバーは、編集情報に基づき第1のメディアコンテンツプレイリス
トを生成し、ネットワークアドレスWN2を第1のメディアコンテンツプレイリストに割り振
り、第1のメディアコンテンツプレイリストは、メディアコンテンツYに対応するメディア
コンテンツプレイリスト(playlist)である。
【００８２】
　コンテンツサーバーは、ネットワークアドレスWN2を第1の端末デバイスに送信する。
【００８３】
　406:　第1の端末デバイスは、コンテンツサーバーによって送信されたネットワークア
ドレスWN2を受信し、ソーシャルネットワーキングサーバー上にネットワークアドレスWN2
を公開する。
【００８４】
　第1の端末デバイスが、ソーシャルネットワーキングサーバー上にネットワークアドレ
スWN2を公開した後に、ソーシャルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユ
ーザーが、ネットワークアドレスWN2に基づき、第1の端末デバイスによって編集されたメ
ディアコンテンツYを視聴することができる。確かに、端末デバイス間の能力の違いによ
り、異なるユーザーによって視聴されるメディアコンテンツYは、分解能およびビットレ
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ートに関して異なり得る。
【００８５】
　前記のシナリオにおいて、第1の端末デバイスがSNSサーバーにログオンした後に、第1
の端末デバイスは、コンテンツサーバーから、第1の端末デバイスによって再生されてい
る1個のメディアコンテンツを取得し、コンテンツサーバーから取得されたメディアコン
テンツを編集して、メディアコンテンツYを取得し、メディアコンテンツYが取得されたと
きに使用されている編集様式に従って編集情報を生成することができ、第1の端末デバイ
スは、編集情報をコンテンツサーバーに送信し、コンテンツサーバーによって送信された
ネットワークアドレスWN2を受信し、第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキング
サーバー上にネットワークアドレスWN2を公開する。オンラインで再生されているメディ
アコンテンツは、メディアコンテンツで編集された後に共有され得るので、第1の端末デ
バイスは、ユーザーの個人的要件に従って、再生されているメディアコンテンツを編集し
、次いで、編集されたメディアコンテンツをソーシャルネットワーキングサーバー上で共
有することができ、これにより、ソーシャルネットワーキングサービスのシナリオにおけ
るユーザーコンテンツ共有の自由度およびユーザーインタラクティビティが大幅に高めら
れる。コンテンツへのユーザー参加は大きく改善され、ユーザー同士の間のインタラクテ
ィビティも大幅に高められることが予見できる。それに加えて、ネットワーク側の個人化
されたメディアコンテンツも、大幅に充実する。
【００８６】
シナリオ3
　シナリオ3のホームエリアネットワークにおいて、属性が第2の端末デバイスに類似して
いる複数のデバイス(特定の機能についてはさらには説明しない)があり得、例えば、ホー
ムエリアネットワーク上に2つの第2の端末デバイスがある(より多くの第2の端末デバイス
があるシナリオにおける類推により推論され得る)。第1の端末デバイスは、シナリオ1で
説明されている類似の様式に従って、2つの第2の端末デバイスから、それぞれ2つの第2の
端末デバイスによってオンラインで再生中のメディアコンテンツのネットワークアドレス
を取得し、ネットワークアドレスを使用することによって複数個のメディアコンテンツを
コンテンツサーバーから取得することができ、第1の端末デバイスは、コンテンツサーバ
ーから取得された複数個のメディアコンテンツを編集して、1個の新しいメディアコンテ
ンツを取得し、1個のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集様式に
対応する編集情報を生成し、編集情報をコンテンツサーバーに送信するし、コンテンツサ
ーバーは、編集情報に基づき第1のメディアコンテンツプレイリストを生成することがで
き、その場合、第1のメディアコンテンツプレイリストは、新しいメディアコンテンツに
対応するメディアコンテンツプレイリストであり、コンテンツサーバーは、ネットワーク
アドレスWN2を第1のメディアコンテンツプレイリストに割り振り、ネットワークアドレス
WN2を第1の端末デバイスに送信し、第1の端末デバイスは、ソーシャルネットワーキング
サーバー上にネットワークアドレスWN2を公開することができる。第1の端末デバイスが、
ソーシャルネットワーキングサーバー上にネットワークアドレスWN2を公開した後に、ソ
ーシャルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユーザーが、ネットワークア
ドレスWN2に基づき、第1の端末デバイスによって編集された新しいメディアコンテンツを
視聴することができる。確かに、端末デバイス間の能力の違いにより、異なるユーザーに
よって視聴される新しいメディアコンテンツは、分解能およびビットレートに関して異な
り得るが、実質的なコンテンツは同じである。
【００８７】
　前記の複数のシナリオは、もっぱら、OTTコンテンツを編集し共有するために用意され
たもので、1つのデバイスを横切る、複数のデバイスを横切る、および単一のデバイス上
のコンテンツ共有メカニズムに関係する。OTTコンテンツストリームを取得する様式は、
前記の複数のシナリオにおいて異なり、最終的に、第1の端末デバイスは、第1の端末デバ
イスによって編集され合成されるOTTコンテンツに対応するネットワークアドレスを公開
する。
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【００８８】
　本発明のいくつかの他のアプリケーションシナリオにおいて、OTTコンテンツは、ロー
カルメディアコンテンツと一体化され、第1の端末デバイスは、他のローカルコンテンツ
を第1の端末デバイスによって編集される1個のメディアコンテンツ内に埋め込むことがで
き、例えば、これは、ローカルの画像またはローカルのビデオセグメントをOTTオンライ
ン動画内に埋め込む。この場合、第1の端末デバイスは、挿入された新しいコンテンツお
よび編集情報をコンテンツサーバー(例えば、OTTサーバー)にアップロードし、コンテン
ツサーバーは、新しいコンテンツおよび編集情報に従って新しいメディアコンテンツを合
成し、合成された新しいメディアコンテンツに対応するプレイリストおよびURLを生成し
、URLを第1の端末デバイスにプッシュし、第1の端末デバイスのSNSクライアントは、URL
をSNSサーバー上に公開する。
【００８９】
　いくつかの他のアプリケーションシナリオにおいて、1個または複数のOTTコンテンツを
(別のデバイスから、またはOTTサーバーから)取得した後に、第1の端末デバイスは、1個
または複数の動画コンテンツの画像から、ユーザーが関心を持っている複数のコンテンツ
を取り込み、複数個のOTTコンテンツから複数の画像を取り込むことができる。それに加
えて、第1の端末デバイスは、任意の様式でこれらの画像を組み合わせることができる。
次いで、第1の端末デバイスのSNSクライアントは、組み合わされた画像をSNSサーバー上
に公開することができる。
【００９０】
　本発明のいくつかの他のアプリケーションシナリオにおいて、ホームエリアネットワー
ク上の端末デバイス同士が、デバイス発見プロトコルに基づきお互いを発見することがで
き、SNSクライアントを配備されている第1の端末デバイスが、SNSサーバーにログオンし
た後に、第1の端末デバイスは、第2の端末デバイスによって現在再生されているコンテン
ツからk個の画像を取り込むよう第2の端末デバイスに要求することができる。第2の端末
デバイスは、k個の画像を第1の端末デバイスに送信し、第1の端末デバイスのSNSクライア
ントが、k個の画像をSNSサーバー上に公開することができるか、または、第1の端末デバ
イスが、k個の画像を1個のローカルコンテンツ内に挿入して、新しいメディアコンテンツ
を取得することができ、第1の端末デバイスは、取得された新しいメディアコンテンツを
コンテンツサーバー(例えば、OTTサーバー)にアップロードすることができ、コンテンツ
サーバーは、合成された新しいメディアコンテンツに対応するプレイリストおよびURLを
生成し、URLを第1の端末デバイスにプッシュし、第1の端末デバイスのSNSクライアントは
、URLをSNSサーバー上に公開する。あるいは、第1の端末デバイスは、k個の画像を1個の
ローカルコンテンツ内に挿入して、新しいメディアコンテンツを取得することができ、第
1の端末デバイスのSNSクライアントは、新しいメディアコンテンツをSNSサーバー上に公
開する。
【００９１】
　本発明の実施形態の解決方法において、OTTなどのオンラインで再生され得るメディア
コンテンツについて、ユーザーは、メディアコンテンツを編集し、合成することができ、
そのためサードパーティーコンテンツへのユーザーによる参加が高まる。それに加えて、
メディアコンテンツは、SNSと有機的に組み合わされ、このため、コンテンツ共有が容易
になり、共有速度が向上し、SNSのコンテンツ拡散範囲も拡大する。ユーザーは、複数のO
TTオンライン動画ソースを取得し、複数のオンライン動画ソースを編集して縫い合わせる
ことができ、これにより、大きな自由度が得られ、OTTコンテンツを他のデバイスから取
得した後に、SNS端末では、動画のノードで写真を撮ることができ、その写真を公開し、S
NSデバイスは、別のデバイスから、閲覧されている動画のコンテンツだけでなく、閲覧さ
れている写真も取得し、これにより、充実したシナリオが構成される。
【００９２】
　図5を参照すると、本発明の一実施形態は、端末デバイス500をさらに実現し、これは、
検出および取得ユニット510と、コンテンツ取得ユニット520と、編集ユニット530と、報
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告ユニット540と、受信ユニット550と、公開ユニット560とを備えることができる。
【００９３】
　検出および取得ユニット510は、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツを
オンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第
2の端末デバイスから取得するように構成され、M個のネットワークアドレスはM個のメデ
ィアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である。
【００９４】
　コンテンツ取得ユニット520は、M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディア
コンテンツをコンテンツサーバーから取得するように構成される。
【００９５】
　編集ユニット530は、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編
集して、第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたとき
に使用されている編集様式に従って編集情報を生成するように構成される。
【００９６】
　報告ユニット540は、編集情報をコンテンツサーバーに送信するように構成される。
【００９７】
　受信ユニット550は、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレ
スを受信するように構成され、第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコンテ
ンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネッ
トワークアドレスであり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1のメディアコン
テンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである。
【００９８】
　公開ユニット560は、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアド
レスを公開するように構成される。
【００９９】
　本発明のいくつかのアプリケーションシナリオにおいて、検出および取得ユニット510
は、端末デバイス500がソーシャルネットワーキングサーバーにログオンした後に、サー
ビス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオ
ンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第2
の端末デバイスから取得するように特に構成され、M個のネットワークアドレスはM個のメ
ディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である。
【０１００】
　本発明のいくつかのアプリケーションシナリオにおいて、編集ユニット530は、コンテ
ンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメン
トの一部または全部を切り取り、および/またはタイプセットして、第1のメディアコンテ
ンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集様式に
従って編集情報を生成するように特に構成される。
【０１０１】
　本発明のいくつかのアプリケーションシナリオにおいて、編集ユニット530は、コンテ
ンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメン
トの一部または全部をタイプセットし、第2のメディアコンテンツをコンテンツフラグメ
ント内に挿入して第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得さ
れたときに使用されている編集様式に従って編集情報を生成するように特に構成され得る
。
【０１０２】
　報告ユニット540は、挿入された第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーに送信
し、これにより、コンテンツサーバーは編集情報、M個のメディアコンテンツ、および第2
のメディアコンテンツにより第1のメディアコンテンツを合成するようにさらに構成され
る。
【０１０３】
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　この実施形態における端末デバイス500のそれぞれの機能モジュールの機能は、前記の
方法実施形態における方法に従って特に実装され得ることは理解されるものとしてよい。
特定の実装プロセスの詳細については、本明細書ではこれ以上説明しない、前記の方法実
施形態の関連説明を参照するとよい。
【０１０４】
　上の説明から、この実施形態では、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテン
ツをオンラインで再生していることを検出した場合に、端末デバイス500は、M個のネット
ワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し、端末デバイス500は、M個のネット
ワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、
コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディア
コンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集
様式に従って編集情報を生成し、端末デバイス500は、編集情報をコンテンツサーバーに
送信し、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信し、
端末デバイス500は、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアドレ
スを公開することがわかる。デバイス間メディアコンテンツ共有メカニズムが導入される
ので、端末デバイス500は、ユーザーの個人的要件に従って、別のデバイスによって再生
されているメディアコンテンツを編集し、次いで、編集されたメディアコンテンツをソー
シャルネットワーキングサーバー上で共有することができ、これにより、ソーシャルネッ
トワーキングサービスのシナリオにおけるユーザーコンテンツ共有の自由度およびユーザ
ーインタラクティビティが大幅に高められる。コンテンツへのユーザー参加は大きく改善
され、ユーザー同士の間のインタラクティビティも大幅に高められることが予見できる。
それに加えて、ネットワーク側の個人化されたメディアコンテンツも、大幅に充実する。
【０１０５】
　図6は、本発明による端末デバイス600の概略構造図である。図6に示されているように
、この実施形態で実現される端末デバイスは、少なくとも1つのバス601、バス601に接続
された少なくとも1つのプロセッサ602、およびバス601に接続された少なくとも1つのメモ
リ603を備える。
【０１０６】
　プロセッサ602は、バス601を通じて、メモリ603に格納されているコードを呼び出して
、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していること
を検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得する
ステップであって、M個のネットワークアドレスはM個のメディアコンテンツと一対一に対
応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、ステップと、M個のネットワークアド
レスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、コンテンツ
サーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディアコンテンツ
を取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集様式に従っ
て編集情報を生成するステップと、編集情報をコンテンツサーバーに送信するステップと
、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信するステッ
プであって、第2のネットワークアドレスは、編集情報に基づきコンテンツサーバーによ
って生成される第1のメディアコンテンツプレイリストに対応するネットワークアドレス
であり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1のメディアコンテンツに対応する
メディアコンテンツプレイリストである、ステップと、ソーシャルネットワーキングサー
バー上に第2のネットワークアドレスを公開するステップとを実行する。
【０１０７】
　端末デバイス600は、携帯電話、携帯情報端末、ノートブックコンピュータ、またはソ
ーシャルネットワーキングサーバーにログオンするために使用できる別のタイプの端末デ
バイスとすることができる。第2の端末デバイスは、例えば、ネットワークテレビジョン
端末、デジタルテレビジョン端末、インテリジェントテレビジョン、OTTストリーミング
プレーヤー、またはメディアコンテンツをオンラインで使用できる別のタイプの端末デバ
イスとすることができる。
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【０１０８】
　本発明のいくつかの実施形態において、端末デバイス600およびN個の第2の端末デバイ
スは、同じローカルエリアネットワーク上に配置され、プロセッサ602は、デバイス発見
プロトコルまたは別のメカニズムに基づきN個の第2の端末デバイスを発見することができ
る。プロセッサ602は、サービス発見プロトコルまたは別のメカニズムに基づき、N個の第
2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出し、
発見することができる。プロセッサ602は、サービス発見プロトコルに基づき、第2の端末
デバイスがさまざまな設定プログラムを現在実行中であるかどうかを発見することができ
る。
【０１０９】
　本発明のいくつかの実施形態において、端末デバイス600がソーシャルネットワーキン
グサーバーにログオンした後に、または別のときに(例えば、端末デバイス600が電源オン
にされた後に、またはプロセッサ602がデバイス発見プロトコルに基づきN個の第2の端末
デバイスを発見した後に)、サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイス
がM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、プロセ
ッサ602は、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し得る。
【０１１０】
　本発明のいくつかの実施形態において、端末デバイス600は、N個の第2の端末デバイス
のうちのどれか1つの端末デバイスと異なっていてもよい。特別なシナリオにおいて、端
末デバイス600は、N個の第2の端末デバイスのうちのどれか1つの端末デバイスであってよ
もよい。前記のNは、1、2、3、または他の正整数に等しいものとしてよい。
【０１１１】
　本発明のいくつかの実施形態において、プロセッサ602は、さまざまな必要とされる様
式に従って、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して第1
のメディアコンテンツを取得することができる。例えば、プロセッサ602は、コンテンツ
サーバーから取得されたM個のメディアコンテンツ内のコンテンツフラグメントの一部ま
たは全部において新しいコンテンツを切り取り、タイプセットし、および/または挿入す
る(例えば、画像、テキスト、音声、および/またはビデオクリップを挿入する)などの、
複数の編集操作を実行して、第1のメディアコンテンツを取得することができる。第1のメ
ディアコンテンツが取得されるときに使用される編集様式に従って生成される編集情報は
、第1のメディアコンテンツが取得されるときに使用されるさまざまな編集様式を示すた
めに使用され得る。したがって、編集中に新しいコンテンツが挿入されないシナリオでは
、コンテンツサーバーまたは別のデバイスも、編集情報およびM個のメディアコンテンツ
に従って第1のメディアコンテンツを取得することができる。編集中に新しいコンテンツ
が挿入されるシナリオでは、コンテンツサーバーまたは別のデバイスは、編集情報、挿入
された新しいコンテンツ、およびM個のメディアコンテンツに従って第1のメディアコンテ
ンツを取得することもできる。
【０１１２】
　例えば、プロセッサ602によって、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコ
ンテンツを編集して第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテンツサーバ
ーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメント(1つのコ
ンテンツフラグメントは長さが10秒、1秒、または別の秒数の長さとすることができる)の
一部または全部を切り取り、および/またはタイプセットして、第1のメディアコンテンツ
を取得するステップを含み得る。
【０１１３】
　別の例について、プロセッサ602によって、コンテンツサーバーから取得されたM個のメ
ディアコンテンツを編集して第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテン
ツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメント
の一部または全部をタイプセットするステップと、第2のメディアコンテンツをコンテン
ツフラグメント内に挿入して第1のメディアコンテンツを取得するステップとを含み得る
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。このシナリオにおいて、メディアコンテンツを共有するための方法は、端末デバイス60
0によって、挿入された第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーに送信し、これに
より、コンテンツサーバーは編集情報、M個のメディアコンテンツ、および第2のメディア
コンテンツにより第1のメディアコンテンツを合成するステップをさらに含み得る。
【０１１４】
　端末デバイス600が、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアド
レスを公開した後に、ソーシャルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユー
ザーが、第2のネットワークアドレスに基づき、端末デバイス600によって編集された第1
のメディアコンテンツを視聴することができる。確かに、端末デバイス間の能力の違いに
より、異なるユーザーによって視聴される第1のメディアコンテンツは、分解能およびビ
ットレートに関して異なり得る。
【０１１５】
　この実施形態で実現されるコンピュータシステムは、図1、図3、または図4に示されて
いるいずれか1つの方法実施形態の技術的解決方法における第1の端末デバイスによって実
行される一部を実行するように構成され得る。コンピュータシステムの実装原理および技
術的効果は、第1の端末デバイスのものと似ており、さらに説明することはしない。図6は
、本発明による端末デバイスの概略構造図にすぎない。端末デバイスの特定の構造は、実
際の状況に応じて調整され得る。
【０１１６】
　上の説明から、この実施形態では、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテン
ツをオンラインで再生していることを検出した場合に、端末デバイス600は、M個のネット
ワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し、端末デバイス600は、M個のネット
ワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、
コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディア
コンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集
様式に従って編集情報を生成し、端末デバイス600は、編集情報をコンテンツサーバーに
送信し、コンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受信し、
端末デバイス600は、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアドレ
スを公開することがわかる。デバイス間メディアコンテンツ共有メカニズムが導入される
ので、端末デバイス600は、ユーザーの個人的要件に従って、別のデバイスによって再生
されているメディアコンテンツを編集し、次いで、編集されたメディアコンテンツをソー
シャルネットワーキングサーバー上で共有することができ、これにより、ソーシャルネッ
トワーキングサービスのシナリオにおけるユーザーコンテンツ共有の自由度およびユーザ
ーインタラクティビティが大幅に高められる。コンテンツへのユーザー参加は大きく改善
され、ユーザー同士の間のインタラクティビティも大幅に高められることが予見できる。
それに加えて、ネットワーク側の個人化されたメディアコンテンツも、大幅に充実する。
【０１１７】
　図7は、本発明の一実施形態による端末デバイス700の構造を説明する図である。端末デ
バイス700は、少なくとも1つのプロセッサ701、例えば、CPUと、少なくとも1つのネット
ワークインターフェース7054または別のユーザーインターフェース7053と、メモリ705と
、少なくとも1つの通信バス7052とを備える。通信バス7052は、これらのコンポーネント
の間の接続通信を実装するように構成される。端末デバイス700は、オプションにより、
ユーザーインターフェース7053を備え、ディスプレイ、キーボード、またはクリックデバ
イス(例えば、マウス、トラックボール(trackball)、タッチパネル、またはタッチディス
プレイ)を備える。メモリ705は、高速RAMメモリを備えることができ、また不揮発性メモ
リ(non-volatile memory)、例えば、少なくとも1つの磁気ディスクメモリも備えることが
できる。メモリ705は、オプションにより、プロセッサ701から遠く離れて少なくとも1つ
の記憶装置を備えることができる。
【０１１８】
　いくつかの実装様式において、メモリ705は、以下の要素、実行可能モジュールもしく



(23) JP 5990845 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

はデータ構造体、またはそのサブセット、またはその拡張セットを格納する。
　さまざまなシステムプログラムを含み、さまざまな基本サービスを実装し、ハードウェ
アベースのタスクを処理するように構成されている、オペレーティングシステム7051、お
よび
　さまざまなアプリケーションを含み、さまざまなアプリケーションサービスを実装する
ように構成されている、アプリケーションモジュール7052。
【０１１９】
　アプリケーションモジュール7052は、限定はしないが、検出および取得ユニット510と
、コンテンツ取得ユニット520と、編集ユニット530と、報告ユニット540と、受信ユニッ
ト550と、公開ユニット560とを備える。
【０１２０】
　アプリケーションモジュール7052におけるすべてのモジュールの特定の実装については
、図5に示されている実施形態における対応するモジュールを参照するとよく、したがっ
てさらに説明することはしない。
【０１２１】
　本発明の実施形態において、メモリ705に格納されているプログラムまたは命令を呼び
出すことによって、プロセッサ701は、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテン
ツをオンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個
の第2の端末デバイスから取得するステップであって、M個のネットワークアドレスはM個
のメディアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、ス
テップと、M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツ
サーバーから取得し、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編
集して、第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたとき
に使用されている編集様式に従って編集情報を生成するステップと、編集情報をコンテン
ツサーバーに送信するステップと、コンテンツサーバーによって送信された第2のネット
ワークアドレスを受信するステップであって、第2のネットワークアドレスは、編集情報
に基づきコンテンツサーバーによって生成される第1のメディアコンテンツプレイリスト
に対応するネットワークアドレスであり、第1のメディアコンテンツプレイリストは、第1
のメディアコンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである、ステップと、
ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアドレスを公開するステッ
プとを実行するように構成され得る。
【０１２２】
　端末デバイス700は、携帯電話、携帯情報端末、ノートブックコンピュータ、またはソ
ーシャルネットワーキングサーバーにログオンするために使用できる別のタイプの端末デ
バイスとすることができる。第2の端末デバイスは、例えば、ネットワークテレビジョン
端末、デジタルテレビジョン端末、インテリジェントテレビジョン、OTTストリーミング
プレーヤー、またはメディアコンテンツをオンラインで使用できる別のタイプの端末デバ
イスとすることができる。
【０１２３】
　本発明のいくつかの実施形態において、端末デバイス700およびN個の第2の端末デバイ
スは、同じローカルエリアネットワーク上に配置され、プロセッサ701は、デバイス発見
プロトコルまたは別のメカニズムに基づきN個の第2の端末デバイスを発見することができ
る。プロセッサ701は、サービス発見プロトコルまたは別のメカニズムに基づき、N個の第
2の端末デバイスがM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出し、
発見することができる。プロセッサ701は、サービス発見プロトコルに基づき、第2の端末
デバイスがさまざまな設定プログラムを現在実行中であるかどうかを発見することができ
る。
【０１２４】
　本発明のいくつかの実施形態において、端末デバイス700がソーシャルネットワーキン
グサーバーにログオンした後に、または別のときに(例えば、端末デバイス700が電源オン



(24) JP 5990845 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

にされた後に、またはプロセッサ701がデバイス発見プロトコルに基づきN個の第2の端末
デバイスを発見した後に)、サービス発見プロトコルに基づき、N個の第2の端末デバイス
がM個のメディアコンテンツをオンラインで再生していることを検出した場合に、プロセ
ッサ701は、M個のネットワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し得る。
【０１２５】
　本発明のいくつかの実施形態において、端末デバイス700は、N個の第2の端末デバイス
のうちのどれか1つの端末デバイスと異なっていてもよい。特別なシナリオにおいて、端
末デバイス700は、N個の第2の端末デバイスのうちのどれか1つの端末デバイスであってよ
もよい。前記のNは、1、2、3、または他の正整数に等しいものとしてよい。
【０１２６】
　本発明のそれぞれの実施形態において言及されているメディアコンテンツ(例えば、M個
のメディアコンテンツ)は、オーディオ、動画、または、他のメディアコンテンツを指す
ものとしてよい。
【０１２７】
　本発明のいくつかの実施形態において、プロセッサ701は、さまざまな必要とされる様
式に従って、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して第1
のメディアコンテンツを取得することができる。例えば、プロセッサ701は、コンテンツ
サーバーから取得されたM個のメディアコンテンツ内のコンテンツフラグメントの一部ま
たは全部において新しいコンテンツを切り取り、タイプセットし、および/または挿入す
る(例えば、画像、テキスト、音声、および/またはビデオクリップを挿入する)などの、
複数の編集操作を実行して、第1のメディアコンテンツを取得することができる。第1のメ
ディアコンテンツが取得されるときに使用される編集様式に従って生成される編集情報は
、第1のメディアコンテンツが取得されるときに使用されるさまざまな編集様式を示すた
めに使用され得る。したがって、編集中に新しいコンテンツが挿入されないシナリオでは
、コンテンツサーバーまたは別のデバイスも、編集情報およびM個のメディアコンテンツ
に従って第1のメディアコンテンツを取得することができる。編集中に新しいコンテンツ
が挿入されるシナリオでは、コンテンツサーバーまたは別のデバイスは、編集情報、挿入
された新しいコンテンツ、およびM個のメディアコンテンツに従って第1のメディアコンテ
ンツを取得することもできる。
【０１２８】
　例えば、プロセッサ701によって、コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコ
ンテンツを編集して第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテンツサーバ
ーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメント(1つのコ
ンテンツフラグメントは長さが10秒、1秒、または別の秒数の長さとすることができる)の
一部または全部を切り取り、および/またはタイプセットして、第1のメディアコンテンツ
を取得するステップを含み得る。
【０１２９】
　別の例について、プロセッサ701によって、コンテンツサーバーから取得されたM個のメ
ディアコンテンツを編集して第1のメディアコンテンツを取得するステップは、コンテン
ツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツに含まれるコンテンツフラグメント
の一部または全部をタイプセットするステップと、第2のメディアコンテンツをコンテン
ツフラグメント内に挿入して第1のメディアコンテンツを取得するステップとを含み得る
。このシナリオにおいて、メディアコンテンツを共有するための方法は、端末デバイス70
0によって、挿入された第2のメディアコンテンツをコンテンツサーバーに送信し、これに
より、コンテンツサーバーは編集情報、M個のメディアコンテンツ、および第2のメディア
コンテンツにより第1のメディアコンテンツを合成するステップをさらに含み得る。
【０１３０】
　端末デバイス700が、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワークアド
レスを公開した後に、ソーシャルネットワーキングサーバーにログオンしている他のユー
ザーが、第2のネットワークアドレスに基づき、端末デバイス700によって編集された第1
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のメディアコンテンツを視聴することができる。確かに、端末デバイス間の能力の違いに
より、異なるユーザーによって視聴される第1のメディアコンテンツは、分解能およびビ
ットレートに関して異なり得る。
【０１３１】
　上の説明から、この実施形態では、N個の第2の端末デバイスがM個のメディアコンテン
ツをオンラインで再生していることを検出した場合に、端末デバイス700は、M個のネット
ワークアドレスをN個の第2の端末デバイスから取得し、端末デバイス700は、M個のネット
ワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバーから取得し、
コンテンツサーバーから取得されたM個のメディアコンテンツを編集して、第1のメディア
コンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたときに使用されている編集
様式に従って編集情報を生成し、端末デバイス700は、編集情報をコンテンツサーバーに
送信し、前記のコンテンツサーバーによって送信された第2のネットワークアドレスを受
信し、端末デバイス700は、ソーシャルネットワーキングサーバー上に第2のネットワーク
アドレスを公開することがわかる。デバイス間メディアコンテンツ共有メカニズムが導入
されるので、端末デバイス700は、ユーザーの個人的要件に従って、別のデバイスによっ
て再生されているメディアコンテンツを編集し、次いで、編集されたメディアコンテンツ
をソーシャルネットワーキングサーバー上で共有することができ、これにより、ソーシャ
ルネットワーキングサービスのシナリオにおけるユーザーコンテンツ共有の自由度および
ユーザーインタラクティビティが大幅に高められる。コンテンツへのユーザー参加は大き
く改善され、ユーザー同士の間のインタラクティビティも大幅に高められることが予見で
きる。それに加えて、ネットワーク側の個人化されたメディアコンテンツも、大幅に充実
する。
【０１３２】
　図8を参照すると、本発明は、コンテンツ共有システムをさらに実現し、これは、
　第1の端末デバイス810、N個の第2の端末デバイス(Nは1に等しく図8の例として使用され
ている)、コンテンツサーバー830、およびソーシャルネットワーキングサーバー840を備
えることができ、
【０１３３】
　第1の端末デバイス810は、N個の第2の端末デバイス820がM個のメディアコンテンツをオ
ンラインで再生していることを検出した場合に、M個のネットワークアドレスをN個の第2
の端末デバイスから取得するステップであって、M個のネットワークアドレスはM個のメデ
ィアコンテンツと一対一に対応し、MはN以上であり、NおよびMは正整数である、ステップ
と、M個のネットワークアドレスに基づき、M個のメディアコンテンツをコンテンツサーバ
ー830から取得し、コンテンツサーバー830から取得されたM個のメディアコンテンツを編
集して、第1のメディアコンテンツを取得し、第1のメディアコンテンツが取得されたとき
に使用されている編集様式に従って編集情報を生成するステップと、編集情報をコンテン
ツサーバー830に送信するステップと、コンテンツサーバー830によって送信された第2の
ネットワークアドレスを受信するステップであって、第2のネットワークアドレスは、編
集情報に基づきコンテンツサーバー830によって生成される第1のメディアコンテンツプレ
イリストに対応するネットワークアドレスであり、第1のメディアコンテンツプレイリス
トは、第1のメディアコンテンツに対応するメディアコンテンツプレイリストである、ス
テップと、ソーシャルネットワーキングサーバー840上に第2のネットワークアドレスを公
開するステップとを実行するように構成される。
【０１３４】
　第1の端末デバイス810は、端末デバイス500、端末デバイス600、または実施形態で説明
されている端末デバイス700とすることができる。
【０１３５】
　本発明の一実施形態は、端末デバイス900の概略図にさらに示されており、端末デバイ
ス900は、前記の実施形態における第1の端末デバイスまたは第2の端末デバイスの機能の
一部または全部を実装するように構成され得る。図9に示されているように、説明の便宜
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上、本発明の実施形態に関係し得るいくつかの部分のみが図示されている。開示されてい
ない特定の技術的詳細については、本発明の実施形態において提供される方法の部分を参
照されたい。
【０１３６】
　図9は、本発明の実施形態で実現される端末に関係し得る端末デバイスの部分的構造の
ブロック図である。図9を参照すると、端末デバイスは、無線周波(Radio Frequency, RF)
回路910、メモリ920、入力ユニット930、ワイヤレスフィデリティ(wireless fidelity、W
iFi)モジュール970、ディスプレイユニット940、センサー950、オーディオ回路960、プロ
セッサ980、および電源990などのコンポーネントを備えることができる。
【０１３７】
　当業者であれば、図9に示されている端末デバイスの構造は、端末デバイスへの制限と
ならないこと、また含めるコンポーネントを増やしたり減らしたりすることができること
、またはいくつかのコンポーネントを組み合わせるか、またはコンポーネントを異なる様
式にレイアウトすることも理解できる。
【０１３８】
　RF回路910は、情報の受信および送信中、または呼び出しプロセスで、受信し、かつ送
信するように構成されるものとしてよく、特に、基地局からダウンリンク情報を受信した
後に、RF回路910は、ダウンリンク情報を処理のためプロセッサ980に送信する。それに加
えて、RF回路910は、設計されたアップリンクデータを基地局に送信する。一般的に、RF
回路は、限定はしないが、アンテナ、少なくとも1つの増幅器、トランシーバ、カプラー
、低雑音増幅器(Low Noise Amplifier、LNA)、デュプレクサ、および同様のものを含む。
それに加えて、RF回路910は、ワイヤレス通信を通じてネットワークおよび他のデバイス
とさらに通信することができる。ワイヤレス通信では、1つの通信標準またはプロトコル
を使用することができ、これは限定はしないが、グローバルシステムフォーモバイルコミ
ュニケーションズ(Global System of Mobile communication、GSM（登録商標）)、汎用パ
ケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)、符号分割多元接続(Code Di
vision Multiple Access、CDMA)、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Mul
tiple Access、WCDMA（登録商標）)、ロングタームエボリューション(Long Term Evoluti
on、LTE)、電子メール、ショートメッセージサービス(Short Messaging Service、SMS)、
および同様のものが挙げられる。
【０１３９】
　メモリ920は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを格納するように構成するこ
とができ、プロセッサ980は、メモリ920に格納されているソフトウェアプログラムおよび
モジュールを実行して、端末デバイスのさまざまな機能アプリケーションおよびデータ処
理を遂行する。メモリ920は、主にプログラム格納領域およびデータ格納領域を備えるこ
とができ、プログラム格納領域は、オペレーティングシステム、少なくとも1つの機能に
望ましいアプリケーション(音声再生機能または画像再生機能など)、および同様のものを
格納することができ、データ格納領域は、端末デバイスを使用することで作成されるデー
タ(オーディオデータまたは電話帳)を格納することができる。それに加えて、メモリ920
は、高速ランダムアクセスメモリを含み、また不揮発性メモリ、例えば、少なくとも1つ
の磁気ディスクメモリデバイス、フラッシュメモリデバイス、または別の揮発性ソリッド
ステートメモリデバイスをさらに含み得る。
【０１４０】
　入力ユニット930は、入力番号または文字情報を受け取り、端末デバイス900のユーザー
設定および機能制御に関係するキー信号入力を生成するように構成され得る。特に、入力
ユニット930は、タッチパネル931および別の入力デバイス932を備えることができる。タ
ッチパネル931は、タッチスクリーンとも称され、タッチパネル931上の、またはタッチパ
ネル931の近くのタッチオペレーション(例えば、指、タッチペン、または好適な物体もし
くは付属品を使用することによってユーザーによって実行されるタッチパネル931上の、
またはタッチパネル931の近くのオペレーション)を収集し、プリセットされたプログラム
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に従って対応する接続装置を駆動することができる。オプションにより、タッチパネル93
1は、タッチ検出装置およびタッチコントローラを備えることができる。タッチ検出装置
は、ユーザーのタッチ方向を検出し、タッチオペレーションによって生じる信号を検出し
、信号をタッチコントローラに送信し、タッチコントローラは、タッチ情報をタッチ検出
装置から受信し、タッチ情報を接触位置座標に変換し、接触位置座標をプロセッサ980に
送信し、プロセッサ980によって送信されたコマンドを受信し、実行することができる。
それに加えて、タッチパネル931は、さまざまなタイプ、例えば、抵抗型、コンデンサ型
、赤外線型、および表面弾性波型を使用して実装され得る。入力ユニット930は、タッチ
パネル931のほかに別の入力デバイス932も備えることができる。特に、この別の入力デバ
イス932は、限定はしないが、物理的キーボード、ファンクションキー(音量制御ボタンお
よびスイッチボタンなど)、トラックボール、マウス、および操作レバーのうちの1つまた
は複数を含み得る。
【０１４１】
　ディスプレイユニット940は、ユーザーによって入力された情報またはユーザーに提供
される情報および端末デバイスのさまざまなメニューを表示するように構成され得る。デ
ィスプレイユニット940は、表示パネル941を備え得る。オプションにより、表示パネル94
1は、例えば、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)および有機発光ダイオー
ド(Organic Light-Emitting Diode、OLED)などを使用することによって構成され得る。さ
らに、タッチパネル931は、表示パネル941を覆うことができる。タッチパネル931上の、
またはタッチパネル931の近くのタッチオペレーションを検出した後、タッチパネル931は
、タッチオペレーションをプロセッサ980に送り、タッチイベントのタイプを決定し、次
いで、プロセッサ980は、タッチイベントのタイプに従って表示パネル941上に対応する視
覚的出力を提示する。図9のタッチパネル931および表示パネル941は、端末デバイスの入
力および入力機能を実装するために2つの独立したコンポーネントとして使用されている
が、いくつかの実施形態では、タッチパネル931および表示パネル941は、端末デバイスの
入力および出力機能を実装するために一体化され得る。
【０１４２】
　端末デバイス900は、少なくとも1つのセンサー950、例えば、光センサー、モーション
センサー、および別のセンサーをさらに備えることができる。特に、光センサーは、周辺
光センサーおよび近接センサーを含み、周辺光センサーは、周辺光の明暗に応じて表示パ
ネル941の輝度を表示することができ、近接センサーは、端末デバイスが耳元に近づけら
れたときに表示パネル941および/またはバックライトを閉じることができる。モーション
センサーの一種である、加速度センサーは、それぞれの方向(一般的に3本の軸)の加速度
の大きさを検出し、静的状態における重力の大きさと方向とを検出し、端末デバイスのジ
ェスチャーの適用を識別し(例えば、水平画面と垂直画面の切り替え、関係するゲーム、
および磁力計ジェスチャー較正)、振動を通じて関係する機能を識別する(例えば、歩数計
およびキーストローク)ために使用され得る。ジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度
計、および赤外線センサーなどの端末デバイス上に構成され得る他のセンサーについては
、ここではさらに説明しない。
【０１４３】
　オーディオ回路960、スピーカー961、およびマイクロフォン962は、ユーザーと端末デ
バイスとの間のオーディオインターフェースを構成することができる。オーディオ回路96
0は、スピーカー961に、受信されたオーディオデータから変換された電気信号を送ること
ができ、スピーカー961は、電気信号を出力するため音声信号に変換する。別の態様では
、マイクロフォン962は、収集された音声信号を電気信号に変換し、電気信号を受信し、
電気信号をオーディオデータに変換し、オーディオデータを処理のためプロセッサ980に
出力した後に、オーディオ回路960は、オーディオデータを、RF回路910を通して別の端末
デバイスに送るか、またはオーディオデータをさらに処理するためメモリ920に出力する
。
【０１４４】
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　WiFiは、短距離ワイヤレス伝送技術に属している。WiFiモジュール970を使用すること
によって、端末デバイスは、ユーザーが電子メールの送受信、ウェブページの閲覧、およ
びストリーミングメディアへのアクセスを行うのを補助することができる。WiFiモジュー
ル970は、ユーザーがワイヤレス方式で広帯域インターネットにアクセスすることを可能
にする。図9はWiFiモジュール970を示しているが、WiFiモジュール970は、端末デバイス9
00の必須コンポーネントではなく、本発明の本質の範囲を変えることなく省くことができ
ることは理解され得る。
【０１４５】
　プロセッサ980は、端末デバイスの制御の中心であり、さまざまなインターフェースお
よび回線を使用することによって端末デバイス全体のすべての部分に接続され、メモリ92
0に格納されているソフトウェアプログラムおよび/またはモジュールを起動または実行し
、メモリ920に格納されているデータを呼び出すことによって端末デバイスのさまざまな
機能およびデータ処理を実行し、これにより、端末デバイス上の監視全体を実行する。オ
プションにより、プロセッサ980は、1つまたは複数の処理ユニットとを含み得る。好まし
くは、プロセッサ980は、アプリケーションプロセッサとモデムプロセッサとを一体化し
たものであってよく、アプリケーションプロセッサは、もっぱら、オペレーティングシス
テム、ユーザーインターフェース、アプリケーションプログラム、および同様のものを処
理し、モデムプロセッサは、もっぱら、ワイヤレス通信を処理する。モデムプロセッサは
、プロセッサ980に一体化されなくてもよいことは理解され得る。
【０１４６】
　端末デバイス900は、それぞれのコンポーネントに電力を供給する電源990(例えば、電
池)をさらに備える。好ましくは、電源は、電源管理システムを通じてプロセッサ980に論
理的に接続され、これにより、電源管理システムを使用することによって充電および放電
管理ならびに電力消費管理を行える。端末デバイス900は、カメラおよびBluetooth（登録
商標）モジュール(図示せず)をさらに備えることができるが、ここではさらに説明しない
。
【０１４７】
　説明を簡潔にするため、前記の方法実施形態は、一連の動作の組み合わせとして説明さ
れていることに留意されたい。しかし、当業者であれば、いくつかのステップは本発明に
従って他の順序で、または同時に行えるので、本発明は説明されている一連の動作によっ
て制限されないことを理解するであろう。それに加えて、当業者であれば、本明細書で説
明されている実施形態は、好ましい実施形態であり、随伴する動作およびモジュールは、
本発明の必須のものではあり得ないことも理解するであろう。
【０１４８】
　前記の実施形態では、それぞれの実施形態は、異なる点を強調して説明されている。一
実施形態において説明されていない部分の詳細については、他の実施形態の関連する説明
を参照するとよい。
【０１４９】
　本発明において実現されるいくつかの実施形態において、開示されている装置は、他の
様式で実装することができることは理解されるであろう。例えば、説明されている装置の
実施形態は、単なる例にすぎない。例えば、ユニットを分けることは、単に論理機能を分
けることであり、実際の実装では他の分け方であってもよい。例えば、複数のユニットま
たはコンポーネントが、別のシステム内に組み合わされるか、もしくは一体化され得るか
、またはいくつかの特徴が無視されるか、もしくは実施され得ない。それに加えて、表示
されている、または説明されている相互結合または直接的結合または通信接続は、いくつ
かのインターフェースを通じて実装され得る。装置またはユニットの間の間接的結合また
は通信接続は、電子的な、または他の形態で実装され得る。
【０１５０】
　個別の部分として説明されているユニットは、物理的に分離していてもまたはしていな
くてもよく、またユニットとして表示されている部分は、物理ユニットであってもまたは
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なくてもよく、1つの位置に配置されていてもよいか、または複数のネットワークユニッ
ト上に分散されていてもよい。ユニットの一部または全部は、実施形態の解決策の目的を
達成するために実際に必要になるものに従って選択され得る。
【０１５１】
　それに加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに一体
化され得るか、またはユニットのそれぞれが単独で物理的に存在し得るか、または2つも
しくはそれ以上のユニットが1つのユニットに一体化される。一体化されたユニットは、
ハードウェアの形態で実装され得るか、またはソフトウェア機能ユニットの形態で実装さ
れ得る。
【０１５２】
　一体化されたモジュールがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品
として販売または使用される場合、一体化されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体
に格納され得る。このような理解に基づき、本発明の技術的解決方法は本質的に、または
従来技術に寄与する部分は、または技術的解決方法の全部もしくは一部は、ソフトウェア
製品の形態で実装され得る。ソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、本の実施形態に
おいて説明されている方法のステップの全部または一部を実行するようにコンピュータデ
バイス(パーソナルコンピュータ、サーバー、ネットワークデバイス、または同様のもの
であってよい)に指示するための複数の命令を含む。前記のストレージ媒体は、USBフラッ
シュドライブ、リードオンリーメモリ(ROM、Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモ
リ(RAM、Random Access Memory)、取り外し可能なハードディスク、磁気ディスク、また
は光ディスクなどの、プログラムコードを格納することができる任意の媒体を含む。
【０１５３】
　前記の実施形態は、本発明を制限するのではなくむしろ本発明の技術的解決方法を説明
することのみを意図している。本発明は、前記の実施形態を参照しつつ詳しく説明されて
いるが、当業者であれば、前記の実施形態において説明されている技術的解決方法に修正
を加えるか、またはその一部の技術的特徴に対する同等の置き換えを行うことは、そのよ
うな修正または置き換えで、対応する技術的解決方法の本質が本発明の実施形態の技術的
解決方法の精神および範囲から逸脱することのない限り、そのまま可能であることを理解
するであろう。
【符号の説明】
【０１５４】
　　500　端末デバイス
　　510　検出および取得ユニット
　　520　コンテンツ取得ユニット
　　530　編集ユニット
　　540　報告ユニット
　　550　受信ユニット
　　560　公開ユニット
　　600　端末デバイス
　　601　バス
　　602　プロセッサ
　　603　メモリ
　　700　端末デバイス
　　701　プロセッサ
　　705　メモリ
　　7051　オペレーティングシステム
　　7052　アプリケーションモジュール
　　7052　通信バス
　　7053　ユーザーインターフェース
　　7054　ネットワークインターフェース
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　　810　第1の端末デバイス
　　820　第2の端末デバイス
　　830　コンテンツサーバー
　　840　ソーシャルネットワーキングサーバー
　　900　端末デバイス
　　910　無線周波(Radio Frequency, RF)回路
　　920　メモリ
　　930　入力ユニット
　　931　タッチパネル
　　932　入力デバイス
　　940　ディスプレイユニット
　　941　表示パネル
　　950　センサー
　　960　オーディオ回路
　　961　スピーカー
　　962　マイクロフォン
　　970　ワイヤレスフィデリティ(wireless fidelity、WiFi)モジュール
　　980　プロセッサ
　　990　電源

【図１】 【図２】
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